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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環境の異常検出を行うための複数の警報器と複数の警報用装置とを備え、
　同一グループに属する前記警報器と前記警報用装置とが、無線信号の送受信により、連
動した警報を行わせることが可能に構成する警報システムにおいて、
　前記警報用装置は、
　前記警報システム内の同一グループに属する機器から送られる連動制御信号に基づいて
警報を行う報知手段と、
　前記警報を停止させる指示を入力するための警報停止指示入力手段と、
　該警報停止指示入力手段から指示が入力されると、連動して警報している同一グループ
に属する機器の警報を停止させる警報停止信号を送信するか否かを設定するための警報停
止信号送信設定手段とを有し、
　前記警報システムは、
　複数の住戸に、個別のグループを構成する前記警報器をそれぞれ設けるとともに、全グ
ループの前記警報用装置を前記複数の住戸にそれぞれ設けて、当該警報システムを構成す
る場合において、
　各警報用装置において、他の住戸に設置した同一グループの警報用装置に対して警報停
止信号を送信しないように前記警報停止信号送信設定手段を設定し、他の住戸に設置した
同一グループの警報用装置の連動警報を停止させてしまわないようにしたことを特徴とす
る警報システム。
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【請求項２】
　前記警報用装置は、
　前記報知手段として、音発生手段と表示手段とを有し、
　前記警報停止指示入力手段から指示が入力されると、音発生手段による音での警報を停
止し、表示手段による表示での警報を継続し、
　同一グループに属する連動先の警報器による警報停止指示入力に基づく警報停止信号を
受信すると、音発生手段による音での警報を停止し、表示手段による表示での警報を継続
し、
　同一グループに属する連動元の警報器による警報停止指示入力に基づく警報停止信号を
受信すると、音発生手段による音での警報を停止し、表示手段による表示での警報を停止
することを特徴とする請求項１記載の警報システム。
【請求項３】
　前記警報器は、
　警報を行うための報知手段と、
　前記警報を停止させる指示を入力するための警報停止指示入力手段と、
　該警報停止指示入力手段から指示が入力されると、連動して警報している機器の警報を
停止させる警報停止信号を送信するか否かを設定するための警報停止信号送信設定手段と
を備えることを特徴とする請求項１又は２記載の警報システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、警報システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、無線式警報システムの一例として、複数の火災警報器の間で、環境の異常の一
例としての火災に係る信号を送受信することによって、火災警報を連動して行う（報知す
る）ことができる無線式火災警報システムが開示等されている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　ここで、例えば火災警報システムによる所定のイベント情報（例えば火災無線信号）、
火災警報システムの状態を、火災警報器だけではなく、わかりやすく的確に警報を行って
報知したいという要望がある。
【０００４】
　そこで、火災警報器のように、火災に係る検出機能を有していないものの、警報に係る
信号を受信して、音、表示等により報知を行う警報用装置（移報アダプタ）をシステム内
に備えることが考えられる。
【０００５】
　このような火災警報システムにおいては、連動して火災警報を行う際、一般的に、火元
の火災警報器（火災を検知した火災警報器。以下、火元警報器という）において警報停止
操作が行われると、火元が確認されたため、全ての火災警報器及び警報用装置（機器）は
連動した火災警報（連動警報）を停止する。このとき、火元警報器から他の機器に信号を
送る。また、火元警報器以外の機器において警報停止操作が行われると、その機器は信号
を送り、火元警報器以外の機器は連動警報を停止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－００４０３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　例えば、通常の住宅等において、複数の部屋に火災警報器等が設置されているような場
合には、居住者（利用者）が自由に火災警報器の設置場所に行き来できる環境となってい
る。しかしながら、例えば、重要伝統的建造物群保存地区における住戸（居室も含む）等
の場合には、複数の住戸に機器を設け、複数の住戸（居室）にまたがるシステムを構成す
ることが考えられる。このようなシステムでは、ある住戸のある機器において警報停止操
作が行われ、他の住戸の機器における連動警報が停止してしまうと、他の住戸の居住者は
他の住戸での火災発生等を把握できない可能性があった。
【０００８】
　このように、システムの設置状態によっては、システム内で連動警報の停止を連動させ
なくてもよい機器等がある場合もある。
【０００９】
　そこで、本発明は、安全を確保しつつシステムの運用に応じた機器設定ができるような
警報システムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の警報システムは、環境の異常検出を行うための複数の警報器と複数の警報用
装置とを備え、同一グループに属する警報器と警報用装置とが、無線信号の送受信により
、連動した警報を行わせることが可能に構成する警報システムにおいて、警報用装置は、
警報システム内の同一グループに属する機器から送られる連動制御信号に基づいて警報を
行う報知手段と、警報を停止させる指示を入力するための警報停止指示入力手段と、警報
停止指示入力手段から指示が入力されると、連動して警報している同一グループに属する
機器の警報を停止させる警報停止信号を送信するか否かを設定するための警報停止信号送
信設定手段とを有し、警報システムは、複数の住戸に、個別のグループを構成する警報器
をそれぞれ設けるとともに、全グループの警報用装置を複数の住戸にそれぞれ設けて、警
報システムを構成する場合において、各警報用装置において、他の住戸に設置した同一グ
ループの警報用装置に対して警報停止信号を送信しないように警報停止信号送信設定手段
を設定し、他の住戸に設置した同一グループの警報用装置の連動警報を停止させてしまわ
ないようにしたものである。
【００１２】
　また、この発明の警報用装置の報知手段は、音発生手段と表示手段とを有し、警報停止
指示入力手段から指示が入力されると、音発生手段による音での警報を停止し、表示手段
による表示での警報を継続するものである。
【００１４】
　また、この発明の警報システムの警報器は、警報を行うための報知手段と、警報を停止
させる指示を入力するための警報停止指示入力手段と、警報停止指示入力手段から指示が
入力されると、連動して警報している機器の警報を停止させる警報停止信号を送信するか
否かを設定するための警報停止信号送信設定手段とを備えるものである。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、警報停止指示入力手段からの指示があったときに、他の機器に対し
て警報停止信号を送信するか否かを設定する警報停止信号送信設定手段を備えるようにし
たので、システム内の他の機器の警報を、連動して停止させないようにする設定を行うこ
とができる。このため、システムの運用に応じた設定の警報用装置を得ることができる。
【００１７】
　さらに、この発明によれば、音発生手段による音での警報を停止し、表示手段による表
示での警報は継続するようにしたので、感覚的に邪魔にならない表示について継続させて
おくことで利便性をよくすることができる。
【００１８】
　そして、以上のような警報用装置を警報器と共にシステム化したので、柔軟なシステム
運用を行うことができる警報システムを得ることができる。また、警報器においても警報
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停止信号送信設定手段を備えるようにすることで、さらに柔軟なシステム運用を行うこと
ができる警報システムを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係る火災警報システムの構成を表す図である。
【図２】複数のグループを有する火災警報システムの構成を表す図である。
【図３】火災警報器１０の回路構成等を示すための図である。
【図４】警報用装置３０の回路構成等を示すための図である。
【図５】火災警報器１０の火災に係る警報処理のフローチャートを表す図である。
【図６】警報用装置３０の火災に係る警報処理のフローチャートを表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１に係る火災警報システムの構成を表す図である。本実施の
形態の火災警報システムは、警報システムの一例であり、１又は複数の火災警報器１０（
警報器の一例）及び１又は複数の警報用装置３０で構成している。システム内において、
無線信号の送受信を行うことができる機器によりグループを構成しており、図１では、親
となる火災警報器１０をグループ内に１台設け、残りの機器を子としている。特に限定す
るものではないが、基本的には親となる火災警報器１０は、グループ内のすべての機器と
通信できる位置に設けられている。そして、他の火災警報器１０等からの火災に係る警報
信号（環境の異常に係る警報信号の一例）等を受信すると、グループ内の他の機器に対し
て再送信して確実に連動させるようにする。また、例えばグループ内の各機器は、通信元
、通信先を特定するために、グループ内において固有に設定されたアドレスをそれぞれ有
する。図１ではシステム内を１グループとしており、一般的な住戸では、システムを１グ
ループで構成して対応することができる。ここで、例えばシステム内に複数のグループを
有してシステムを構成することもできる。
【００２１】
　図２は複数のグループを有する火災警報システムの構成を表す図である。図２に示すよ
うに、例えば重要伝統的建造物群保存地区に設置する場合に、本実施の形態では、６つの
住戸（Ａ～Ｆ）に対して、各住戸に対応した個別のグループを構成し、６つのグループを
有するシステムを構成している。各グループは、２台の火災警報器１０と６台の警報用装
置３０で構成している。そして、２台の火災警報器１０はグループに対応する住戸に設置
されている。６台の警報用装置３０は、６つの住戸にそれぞれ設置されている。例えば、
住戸Ｂに係るグループを構成する火災警報器１０と警報用装置３０は、図２中、斜線で塗
りつぶした機器となる。したがって、例えばある住戸の火災警報器１０が火災を検出する
と、６つの住戸にそれぞれ設置された警報用装置３０が火災に係る警報を各住戸において
行うこととなる。なお、２台の火災警報器１０は、１台を親（親器）とし、残りの一台を
子（子器）とする。そして、このグループ構成に限定するものではなく、火災警報器１０
が３台以上でグループを構成する場合は、１台を親器とし、残りの複数台を子器とする。
【００２２】
　火災警報器１０は、例えば環境の異常の一例としての火災等を検出すると音、表示等に
よる警報を行い、利用者（例えば居住者）に報知する。また、グループ内の他の火災警報
器１０から火災に係る警報信号（連動制御信号）を受信すると、連動して警報を発する。
【００２３】
　また、警報用装置３０は、火災等を検出する機能は有していないが、火災警報器１０等
からの連動制御信号に基づいて、連動して警報を行うことができる装置である。本実施の
形態における警報用装置３０は、自己と同じグループの住戸の状態を表示灯等により表示
するための表示装置を有しているものとする。そして、自己と同じグループの連動制御信
号を受信すると、自己と同じグループの火災警報器１０が火災を検出したことの表示を行
うことができる。警報用装置３０にも火災警報器１０と同様に固有のアドレスが設定され
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ており、通信においては子の機器として扱われることになる。
【００２４】
　図３は本発明の実施の形態に係る火災警報器１０の回路構成等を示すための図である。
図３において、火災警報器１０は、制御回路１、電池２、電源回路３、電池電圧検出回路
４、送受信回路５、アンテナ６、環境の異常を検出する異常検出回路の一例としての火災
検出回路７、警報音制御回路８、表示回路９及び警報停止スイッチ２０を備える。
【００２５】
　制御回路１は、入力される信号等に基づいて処理を行い、火災警報器１０が有する回路
等の制御を行う。例えば、火災検出回路７からの信号に基づいて、警報音制御回路８、表
示回路９を動作させて音、表示によって火災に係る警報等を行う。送受信回路５を介して
、システム（グループ）内における他の機器との通信処理を行う。制御回路１が有する記
憶素子２１は、例えばＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリであり、例えば制御回路１が実行
する処理に係るプログラム、自己及びグループ内の他の機器に設定されたアドレス、属す
るグループのグループＩＤ等の各種データを格納している。
【００２６】
　電池２は、電源回路３に直流電源を供給する。電源回路３は、電池２の電圧を所定電圧
に制御し、火災警報器１０の各回路に供給する。電池電圧検出回路４は、電池２の印加に
係る電圧を検出し、検出した電圧に応じた電池電圧検出信号を制御回路１に出力する。
【００２７】
　電池電圧検出回路４からの電圧検出信号に基づいて、電池残量が低下したこと、電池切
れの閾値を超えたことを判断すると、制御回路１は、警報音制御回路８と表示回路９を駆
動させて電池切れ等を報知させる。
【００２８】
　送受信回路５は、無線信号を送受信するためのアンテナ６と接続し、アンテナ６を介し
て入力された（送られた）無線信号を処理し、自己のグループＩＤ、自己のアドレスが通
信先のデータとして含まれている（通信先としてすべてのアドレスとしている場合も含む
）と判断した場合には受信処理を行う。また、送受信回路５は、制御回路１の処理に係る
状態信号等の送信処理を行う。
【００２９】
　火災検出回路７は、火災現象に基づく煙や熱等の物理的変化を検出して検出内容に応じ
た信号を制御回路１に出力する。ここでは、特に詳細に区別することなく、火災の検出に
係る信号を出力するものとして説明する。
【００３０】
　警報音制御回路８は、ブザー・スピーカ等（音発生手段、報知手段。図示せず）から警
報音等を発生させる動作を制御する回路である。表示回路９は、例えば発光ダイオード等
の表示灯（表示手段、報知手段。図示せず）の点灯動作を制御する回路である。ここでは
、表示灯の点灯制御を行う回路であるものとして説明するが、例えば文字、数字等を表示
できる表示手段を有している場合には、文字等表示の制御を行うようにしてもよい。指示
入力手段となる警報停止スイッチ２０は、火災に係る警報時において、利用者が火災に係
る警報を停止させるためのスイッチも兼ねているものとする。
【００３１】
　図４は本発明の実施の形態に係る警報用装置３０の回路構成等を示すための図である。
図４において、警報用装置３０は、制御回路３１、電池３２、電源回路３３、電池電圧検
出回路３４、送受信回路３５、アンテナ３６、警報音制御回路３８、表示回路３９及び点
検・警報停止スイッチ４１を備える。
【００３２】
　制御回路３１は、入力される信号等に基づいて処理を行い、警報用装置３０が有する回
路等の制御を行う。例えば、火災警報器１０からの警報信号等に基づいて、警報音制御回
路３８、表示回路３９を動作させて音、表示によって火災に係る警報等を行う。また、送
受信回路３５を介して、システム（グループ）内における他の機器との通信処理を行う。
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記憶素子４４は、例えばＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリであり、例えば制御回路３１が
実行する処理に係るプログラム、自己及びグループ内の他の機器に設定されたアドレス、
属するグループのグループＩＤ等の各種データを格納している。
【００３３】
　電池３２は、電源回路３３に直流電源を供給する。電源回路３３は、電池３２の電圧を
所定電圧に制御し、警報用装置３０の各回路に供給する。電池電圧検出回路３４は、電池
３２の印加に係る電圧を検出し、電池電圧検出信号を制御回路３１に出力する。制御回路
３１は、電池電圧検出信号に基づいて警報音制御回路３８と表示回路３９を駆動させて電
池切れ等を報知させる。
【００３４】
　送受信回路３５は、無線信号を送受信するためのアンテナ３６を介して入力された（送
られた）無線信号を処理し、自己のグループＩＤ、自己のアドレスが通信先のデータとし
て含まれている（通信先としてすべてのアドレスとしている場合も含む）と判断した場合
には受信処理を行う。自己のグループＩＤ、自己のアドレス以外の無線信号と判断した場
合には受信処理を行わない。受信処理した信号は、制御回路３１へ出力する。また、送受
信回路３５は、制御回路３１の処理に係る状態信号等の送信処理を行う。
【００３５】
　報知手段となる警報音制御回路３８は、ブザー・スピーカ等（音発生手段、報知手段。
図示せず）から警報音等を発生させる動作を制御する回路である。報知手段となる表示回
路３９は、表示手段４５への表示を制御する回路である。ここで、表示回路３９は、例え
ば発光ダイオード等の表示灯等を有する表示手段４５を制御するものとして説明するが、
文字、画像等を表示画面に表示する表示手段４５としてもよい。
【００３６】
　また、指示入力手段となる点検・警報停止スイッチ４１は、火災に係る警報時において
、利用者が火災に係る警報を停止させるための、例えばボタン式のスイッチである。ここ
で点検・警報停止スイッチ４１は、例えば半押し又は全押し、短押し又は長押し等で区別
することにより、スイッチの使い分けを行うことができるものとする。
【００３７】
　また、本実施の形態の警報用装置３０は、さらに、移報出力部４０、警報停止信号送信
設定スイッチ４２及び移報遮断機能設定スイッチ４３を有している。移報出力部４０は、
システム外の外部機器等に火災に係る警報信号等を含む移報信号を出力（送信）する。移
報出力部４０は外部機器等に有線接続、無線接続を問わない。
【００３８】
　また、警報停止信号送信設定手段となる警報停止信号送信設定スイッチ４２は、利用者
により点検・警報停止スイッチ４１が操作されたときに、他の機器に対して警報停止信号
を送信するか否かを設定するためのスイッチ（例えばディップスイッチ等の設定手段）で
ある。ここで、例えば本実施の形態の警報停止信号送信設定スイッチ４２による設定の変
更は、電源が投入されたとき、リセットボタン（図示せず）等によりリセットされた際に
有効となる。このため、通常時にスイッチを切り換えても設定は変更されないものとする
が、通常時に設定が変更されるものであってもよい。
【００３９】
　そして、移報遮断機能設定手段となる移報遮断機能設定スイッチ４３は、移報出力部４
０に移報信号を出力させるか否かを設定するためのスイッチである。ここで、本実施の形
態では移報出力設定手段をスイッチで構成するが、例えば要求に合わせて施した設定を記
憶素子４４にデータベースとして記憶させておく等、特にスイッチに限定するものではな
い。これについては警報停止信号送信設定スイッチ４２についても同様である。
【００４０】
　基本的には、警報停止信号送信設定スイッチ４２の設定は、点検・警報停止スイッチ４
１が操作されると他の機器に対して警報停止信号を送信して連動警報を停止させるように
する。ただし、例えば複数の住戸で火災警報システムを構成し、ある住戸の火災警報器１
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０の検出に連動して他の住戸の警報用装置３０が報知するような場合、ある警報用装置３
０の操作で他の警報用装置３０の連動警報を停止させてしまうと、他の居住者が火災発生
等を把握できないことがある。
【００４１】
　そこで、本実施の形態は、警報用装置３０において、利用者により点検・警報停止スイ
ッチ４１が操作されたときに、他の機器に対して警報停止信号を送信するか否かを設定す
る警報停止信号送信設定スイッチ４２を備えるようにしたものである。本実施の形態では
、各警報用装置３０は警報停止信号を送信しない設定にする。
【００４２】
　例えば、図２の場合、住戸Ｂに設置した火災警報器１０から連動制御信号が送られると
、住戸Ａ～住戸Ｆに設置された警報用装置３０は、表示手段への表示、音等により連動警
報を行う（報知する）。例えば住戸Ｃの居住者が点検・警報停止スイッチ４１を押す（操
作する）と、住戸Ｃの警報用装置３０は連動警報を停止するが、警報停止信号を送信しな
い。このため、他の住戸に設置された警報用装置３０は、自己の点検・警報停止スイッチ
４１が押されるまで連動警報を継続する。
【００４３】
　ここで、特に限定するものではないが、本実施の形態においては、警報用装置３０は点
検・警報停止スイッチ４１が押されて連動警報を停止する場合に、音（音声）の停止だけ
を行い、表示手段４５による表示は継続させるようにする。
【００４４】
　図５は本発明の実施の形態に係る火災警報器１０の火災に係る警報処理のフローチャー
トを表す図である。ここでは図５に基づいて、火災警報器１０の制御回路１が行う火災に
係る警報処理について説明する。
【００４５】
　まず、火災検出回路７から信号が入力されたかどうかを判断する（Ｓ１）。火災検出に
よる信号が入力されたものと判断すると、自身が設置された場所が火元の火災警報器１０
となる。そこで、警報音制御回路８を動作させて、火元となる火災である旨の音声等を発
生させ、表示回路９を動作させて火災である旨を表示させる火元警報を行わせる（Ｓ２）
。ここで火元警報については、警報音制御回路８を動作させて、例えば「ピー、ヒュー、
ヒュー、火事です、火事です」という音声を発生させ、表示回路９を動作させて、例えば
赤色で表示灯を点滅させる。そして、送受信回路５に、グループ内の他の機器に警報を連
動させるための連動制御信号を、アンテナ６を介して送信させる（Ｓ３）。
【００４６】
　一方、Ｓ１において、火災検出回路７から火災検出による信号が入力されていないと判
断すると、アンテナ６、送受信回路５を介して、同じグループ内の他の機器からの連動制
御信号を受信したかどうかを判断する（Ｓ４）。連動制御信号を受信したものと判断する
と、警報音制御回路８を動作させて他の場所での火災である旨の音等を発生させ、表示回
路９を動作させて火災である旨を表示させる連動警報を行わせる（Ｓ５）。ここで連動警
報については、警報音制御回路８を動作させて、例えば「ピー、ヒュー、ヒュー、他の場
所で火事です」という音声を発生させ、表示回路９を動作させて、例えば橙色で表示灯を
点滅させる。連動制御信号を受信していないものと判断するとＳ１に戻り、火災検出回路
７からの信号入力、連動制御信号受信の判断を所定時間毎に行うようにする。
【００４７】
　そして、警報を行った後、警報停止スイッチ２０が押下され、警報停止の指示がなされ
たかどうかを判断する（Ｓ６）。警報停止スイッチ２０が押下されたと判断すると、警報
音制御回路８による音の発生、表示回路９による表示を停止させ、火元警報又は連動警報
を停止させる（Ｓ７）。ここで、連動警報を停止させる場合には、警報音制御回路８によ
る音の発生、表示回路９による表示を共に停止させる。一方、火元警報を停止させる場合
には、警報音制御回路８による音の発生は停止させるが、表示回路９には表示灯の点滅を
継続させる。そして、同じグループ内の送受信回路５に、他の機器の警報を停止させるた
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めの警報停止信号を、アンテナ６を介して送信させて（Ｓ８）、Ｓ１に戻って再度処理を
行う。
【００４８】
　Ｓ６において、警報停止スイッチ２０が押下されていないと判断すると、アンテナ６、
送受信回路５を介して、同じグループ内の他の機器から警報停止信号を受信したかどうか
を判断する（Ｓ９）。警報停止信号を受信したものと判断すると、警報音制御回路８によ
る音の発生、表示回路９による表示を停止させ、連動警報を停止させて（Ｓ１０）、Ｓ１
に戻って再度処理を行う。このとき、警報停止信号により停止するのは連動警報のみであ
るため、火元警報を行っている火災警報器１０では火元警報が停止しないこととなる。同
じグループ内の他の機器からの警報停止信号を受信していないものと判断すると、Ｓ６に
戻り、警報停止スイッチ２０が押下されるか、同じグループ内の他の機器からの警報停止
信号を受信するまで警報を継続する。
【００４９】
　以上の処理を行うことにより、火元警報に係る火災警報器１０において、警報停止スイ
ッチ２０が押下された場合には、自己の火元警報と同じグループ内の他の機器における連
動警報が停止する。一方、連動警報に係る火災警報器１０において、警報停止スイッチ２
０が押下された場合には、自己と同じグループ内の他の機器における連動警報が停止する
（火元警報は停止しない）。
【００５０】
　図６は本発明の実施の形態に係る警報用装置３０の火災に係る警報処理のフローチャー
トを表す図である。次に図６に基づいて、警報用装置３０の制御回路３１が行う火災に係
る警報処理について説明する。ここでは警報用装置３０は移報遮断しない設定がなされて
いるものとする。
【００５１】
　まず、アンテナ３６、送受信回路３５を介して、同じグループ内の他の火災警報器１０
等から連動制御信号を受信したかどうかを判断する（Ｓ２１）。連動制御信号を受信して
いないものと判断すると、連動制御信号受信の判断を所定時間毎に行うようにする。
【００５２】
　連動制御信号を受信したものと判断すると、警報音制御回路３８、表示回路３９を動作
させて連動警報を行わせる（Ｓ２２）。連動警報については、警報音制御回路３８を動作
させて、例えば「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です」という音声を発生させ、
表示回路３９を動作させて、例えば橙色で表示手段４５を点滅させる。また、移報出力部
４０に火災に係る警報の移報信号を出力させる（Ｓ２３）。
【００５３】
　そして、点検・警報停止スイッチ４１が押下され、警報停止の指示がなされたかどうか
を判断する（Ｓ２４）。点検・警報停止スイッチ４１が押下されたと判断すると、さらに
警報停止信号送信設定スイッチ４２が警報停止信号を送信する設定になっているかどうか
を判断する（Ｓ２５）。送信する設定になっていると判断すると、送受信回路３５に、同
じグループ内の他の機器の連動警報を停止させるための警報停止信号を、アンテナ３６を
介して送信させる（Ｓ２６）。送信しない設定の場合には警報停止信号は送信させないよ
うにする。本実施の形態における警報用装置３０については送信させない設定となってい
る。
【００５４】
　そして、連動警報を停止させる（Ｓ２７）。ここで、警報用装置３０において連動警報
を停止させる場合には、前述したように、警報音制御回路３８による音の発生は停止させ
るが、表示回路３９による表示手段４５の表示を継続させる。そして、移報出力部４０に
は火災に係る警報の移報信号の出力を継続して行わせる（Ｓ２８）。
【００５５】
　一方、Ｓ２４において、点検・警報停止スイッチ４１が押されていないと判断すると、
アンテナ３６、送受信回路３５を介して、同じグループ内の他の機器からの警報停止信号



(9) JP 5723644 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

を受信したかどうかを判断する（Ｓ２９）。警報停止信号を受信したものと判断すると、
受信に係る警報停止信号に基づいて、信号の送信元が火元に係る火災警報器１０であるか
どうかを判断する（Ｓ３０）。火元に係る火災警報器１０であると判断すると、連動警報
を停止させる（Ｓ３１）。ここでは、火元に係る火災警報器１０からの警報停止信号の場
合には、警報音制御回路３８による音の発生、表示回路３９による表示を共に停止させる
。そして、移報出力部４０に火災警報に係る信号の出力を停止させて（Ｓ３２）、Ｓ２１
に戻って再度処理を行う。火元に係る火災警報器１０でないと判断すると、警報音制御回
路３８による音の発生は停止させるが、表示回路３９は表示手段４５の点滅を継続させる
（Ｓ２７）。そして、移報出力部４０には火災に係る警報の移報信号の出力を継続して行
わせる（Ｓ２８）。
【００５６】
　以上のように、実施の形態１のシステムにおける警報用装置３０によれば、利用者によ
り点検・警報停止スイッチ４１が操作されたときに、同じグループ内の他の機器に対して
警報停止信号を送信するか否かを設定する警報停止信号送信設定スイッチ４２を備えるよ
うにしたので、例えば、点検・警報停止スイッチ４１が押された場合でも、連動停止信号
を送って同じグループ内の他の機器の連動停止を行わせないようにする設定を行うことが
できる。このため、システムの運用に応じた設定の警報用装置３０を得ることができる。
例えば図２に示されるような重要伝統的建造物群保存地区などのように、複数の住戸にわ
たってシステムを構成する場合に、各住戸の火災警報器１０に対応して、他の住戸に設置
した同じグループの警報用装置３０に対して警報停止信号を送信しないように設定してお
くことで、ある住戸の火災検出に対して各住戸の警報用装置３０は連動警報を行うことが
できる。そして、ある警報用装置３０における警報停止の操作によって、同じグループ内
の他の警報用装置３０の連動警報を停止させてしまうことがないため、他の住戸の居住者
への連動警報を継続して行い、警報発生を認識させることができる。
【００５７】
　また、点検・警報停止スイッチ４１が押された警報用装置３０自身は、連動警報を停止
するようにしたので、警報発生を把握した居住者等に対して、警報継続を行うことなく利
便性を高めることができる。このとき、連動警報を停止する場合に、警報音制御回路３８
による音の発生だけを停止させ、表示回路３９による表示手段４５の表示を継続させるよ
うにしたので、感覚的に邪魔にならない表示について継続させておくことで利便性をよく
することができる。このとき、火災を検出した火元となる同じグループの火災警報器１０
からの連動停止信号の場合には、表示手段４５の表示を停止させることで、火元の特定と
いう警報の目的が達成されたことを認識して停止させることができる。
【００５８】
　そして、以上のような警報用装置３０を火災警報器１０と共にシステムとして構成する
ことで、柔軟なシステム運用を行うことができる火災警報システムを得ることができる。
【００５９】
　実施の形態２．
　上述の実施の形態１では、警報停止信号送信設定スイッチ４２を警報用装置３０に備え
る場合について説明した。本発明はこれに限定するものではなく、例えば火災警報器１０
に警報停止信号送信設定スイッチを備えるようにしてもよい。そして、図２に示される例
のときに、火災警報器１０が警報停止信号送信設定スイッチを、同じグループの機器（火
災警報器１０、警報用装置３０）に対して警報停止信号を送信しないように設定しておく
。すると、ある火災警報器１０における警報停止の操作によって、同じグループの他の機
器（火災警報器１０、警報用装置３０）に警報停止信号を送信しないので、同じグループ
の他の火災警報器１０および警報用装置３０の連動警報を停止させてしまうことがないた
め、同じグループの警報用装置３０によって、他の住戸の居住者への連動警報を継続して
行い、警報発生を認識させることができる。
【００６０】
　このとき、火災警報器１０は、警報停止操作によって、同じグループの他の火災警報器
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１０に対しては警報停止信号を送信し、一方、警報用装置３０に対しては警報停止信号を
送信しないようにしてもよい。これにより、従来通り、ある火災警報器１０における警報
停止の操作によって、同じグループの他の火災警報器１０の連動警報は停止させるが、火
元の火災警報器１０の火元警報（音、表示）のみ継続させて、火元の火災警報器１０を見
つけやすくし、一方、同じグループの警報用装置３０の連動警報を停止させてしまうこと
がないため、同じグループの警報用装置３０によって、他の住戸の居住者への連動警報を
継続して行い、警報発生を認識させることができる。
【００６１】
　実施の形態３．
　上述した実施の形態では、警報用装置３０は、他の住戸において表示による報知（警報
）を行うために表示手段４５を備える構成としたが、特に表示による報知に限定するもの
ではない。
【００６２】
　また、前記全ての実施の形態において、各住戸は、各住戸（に設置された火災警報器１
０のグループ）に対応したグループに属する警報用装置３０をそれぞれ個別に設置するよ
うにしたが（図２の例では６戸分）、全グループに属する警報用装置を一つ設置するよう
にしてもよい。この場合、警報用装置は、全グループに属する機器と無線信号を送受信す
ることにより、表示手段によって、火災を検知した火災警報器１０が設置されている住戸
を示す表示を他の住戸と区別した表示を行う。表示手段としては、個別のグループに対応
する表示灯をそれぞれ設けてもよいし、個別のグループを文字等で区別して表示する表示
部であってもよい。
【００６３】
　そして、前記全ての実施の形態において、火災警報器１０と警報用装置３０とで構成さ
れる火災警報システムを挙げて説明したが、火災に限らず、ガス漏れなど、その他の環境
の異常を検出する警報器と警報用装置３０とで構成される警報システムにも本発明を適用
できる。
【符号の説明】
【００６４】
　１,３１　制御回路、２,３２　電池、３,３３　電源回路、４,３４　電池電圧検出回路
、５,３５　送受信回路、６,３６　アンテナ、７　火災検出回路、８,３８　警報音制御
回路、９,３９　表示回路、１０　火災警報器、２０　警報停止スイッチ、２１，４４　
記憶素子、３０　警報用装置、４０　移報出力部、４１　点検・警報停止スイッチ、４２
　警報停止信号送信設定スイッチ、４３　移報遮断機能設定スイッチ、４５　表示手段。
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